
無人地帯における補助者を配置しない目視外飛行（レベル３）
飛行申請における申請書記載例

こちらは、あくまでも記載例になりますので、参考としてください。
必要に応じて、申請者様にて個別に精査し、別途必要な資料を作成して提出していただく場合
があります。

申請は、DIPS2.0によるオンライン申請又は書面による申請が可能です。
書面の場合は、下記メールアドレス宛、申請書案をご提出ください。

【申請書の提出先】

無人航空機の飛行許可・承認申請に係る国土交通省、地方航空局及び空港事務所の
連絡先等一覧
☞https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
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https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf


申請書類を作成した日付を記載してくだ
さい。

申請日

東京航空局長又は大阪航空局長のいずれ
かを記載してください。

申請先

経路特定の申請の場合、飛行させる場所
を正確に省略せずに記載してください。
住所を調べた結果、番地がないようでし
たら最後は「無番地」と記載してくださ
い。
複数箇所ある場合は、全て記載ください。
例1：〇○県●●市△△町▲番□号
例2：〇○県●●市△△町□丁目無番地

飛行の経路

「立入管理区画の設定」にチェックを入
れてください。

立入管理措置

飛行日時を記載してください。
例：許可・承認を受けた日から1年間
令和●年●月●日から令和〇年○月〇日

飛行の日時

「無人航空機の飛行に係る許可承認申請
は、『飛行開始予定日の少なくとも10開
庁日前（土日祝日を除く）』までにご申
請をお願いいたします。
なお、飛行開始予定日の10開庁日前まで
に『不備等がない状態の申請書』の提出
が必要です。

POINT

地表等からの最大高度を記載してくださ
い。

飛行の高度

・地表等からの高度
150mまでの高さで飛行する場合「150m
未満」と記載するか、150m未満の具体
的な高度を記載ください。
・海抜高度
東京航空局長又は大阪航空局長あて申請
の場合は記載は不要です。

POINT

変更申請の場合は、変更元の許可・承認
書に記載されている日時までとしてくだ
さい。

POINT

様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）レベル３

レベル３の場合、「補助者を配置しない
目視外飛行」となるため、経路を特定す
る必要があります。
飛行の経路の選定にあっては、無人地帯
（第三者が存在する可能性が低い場所）
を選定する必要があります。
※詳細は、審査要領5-4(3)c)ｱ)を参照

POINT
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申請者の氏名、住所、連絡先を記載して
ください。
法人の場合は代表者の氏名もあわせて記
載してください。
申請内容について連絡をすることがあり
ますので、連絡先にはメールアドレス及
び電話番号を記載してください

申請者情報

本記載例様式１の最後尾に記載されてい
る※１及び※２の注記に従って使い分け
てください。

申請種別



・目視外飛行の場合
例：補助者なし目視外飛行を行うため。
・危険物の輸送
何を輸送するのか具体的に記載願います。
例：農薬散布のため。燃料輸送のため。
・物件投下
何を投下するのか具体的に記載願います。
例：農薬散布のため。水を散布するため。
※農薬散布の場合、「危険物の輸送」及
び「物件投下」に該当しますので、両方
にチェックをしてください
・それ以外の場合
例：飛行の目的のとおり。

POINT

様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）レベル３

許可や承認を要する事項を選択してくだ

さい。複数該当する場合は複数チェック

してください

申請事項及び理由

飛行理由を記載してください。

飛行理由

登録記号（JU-）を記載してください。
複数機の場合は、「様式２のとおり」又
は「別添資料○無人航空機一覧のとお
り） 」とご記載ください。

登録記号等

新規又は更新申請の場合は、「別添資料
のとおり」にチェックをし、対象となる
書類を提出してください。
変更申請であって、かつ、前回提出した
書類の内容から変更がない場合は、「変
更申請であって、かつ、左記事項に変更
がない。」にチェックをしてください。

変更申請

飛行させる者の氏名を記載してください。
複数名の場合は、「様式３のとおり」又
は「別添資料３無人航空機を飛行させる
者一覧のとおり）」と記載してください。

飛行させる者

変更申請であって、かつ、前回提出した
書類の内容から変更がない場合は、対象
となる書類は添付不要です。

POINT
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様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）レベル３

航空局標準マニュアル01及び審査要領4-
3-2、5-4、「飛行マニュアルの記載につ
いて（補足）」を参考に作成し、提出し
てください。

飛行マニュアル

飛行マニュアルの記載について（補足）
https://www.mlit.go.jp/common/00126
0188.pdf

POINT

変更申請又は更新申請に限り、こちらへ
現に有効な情報をご記載し、写しを添付
してください。
新規申請の場合は、過去に得ていた許可
書承認番号等の記載は不要です。
写しの添付も不要です。

許可等の情報

令和7年10月1日から、総重量25kg以上
の無人航空機を飛行させる場合は、第三
者賠償責任保険の加入が必要です。
申請前に加入をお願いいたします。

保険・賠償能力

4

空港事務所あての申請の場合（空港等周
辺、150m以上の飛行を行う場合）
空港等周辺、150m以上飛の行を行う場
合、空港設置管理者等、空域を管轄する
関係機関との調整を行い、調整結果を記
載してください。
各都道府県を管轄する空港事務所は以下
をご確認ください。
申請先：
https://www.mlit.go.jp/common/00111
0211.pdf
管轄する空港事務所：
https://www.mlit.go.jp/common/00151
5201.pdf

POINT

https://www.mlit.go.jp/common/001260188.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001260188.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001110211.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001515201.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001515201.pdf


様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）レベル３

更新申請は「期間の満了の日の 40 開庁
日前から 10 開庁日前」までに申請する
必要があります。

更新申請とは

更新申請では、飛行の日時以外の修正は
できません。

POINT

緊急時につながる氏名及び電話番号（携
帯電話番号）を記載してください。

緊急連絡先

緊急連絡先には、事故発生時などの緊急
時に操縦者と連絡がとれる『携帯電話』
の番号を記載してください。

POINT

変更申請とは、既に受けている許可又は
承認の期間内に※2の内容の一部を変更
し飛行を継続する申請となります。

変更申請とは

以下の内容が含まれる場合は、更新申
請・変更申請では申請できません。
新規申請で申請をしてください。
（よくある間違い例）
×：代表者名が変更されている場合
×：申請者氏名の変更
×：許可承認事項の追加、変更、削除
×：飛行の目的の追加、変更、削除

POINT

保険の契約のみの変更又は追加の場合は
変更申請の必要はありません。
（加入保険が変更になった場合でも、現
在発行されている許可承認書は有効で
す。）

POINT
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様式１ 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書（カテゴリーⅡ飛行）レベル３

6



様式２ 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書 レベル３

様式２無人航空機の機能・性能に関する
基準適合確認書は、各機体ごとに作成し
てください。

POINT

登録記号（JU-）を記載してください。
同一機体の場合は、一つの様式２に登録
記号を纏めて記載するか、別途機体一覧
を作成していただき、「別添資料○（無
人航空機一覧）」のとおりと記載しても
構いません。

登録記号等

申請前にご使用になられる機体の登録記
号並びにその有効期間について必ずご確
認ください。

POINT

自動操縦ができない場合の例です。

確認結果

製造者名、型式又は名称、総重量を記載
してください。

製造者名等

機体認証機又は型式認証機の場合は、機
体認証書番号又は型式認証書番号を記載
してください。

POINT

機能及び性能に関する各項目について確
認結果を各項目について、確認結果［適
／否／該当せず］いずれかにチェックし
てください。

確認結果

無人航空機の運用限界（最高速度、最高
到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、
最大搭載可能重量及び最大使用可能時間
等）及び無人航空機を飛行させる方法
（点検・整備の方法を含む。）が記載さ
れた取扱説明書等を確認の上、記載して
ください

POINT
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様式２ 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書 レベル３
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様式３ 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書 レベル３

飛行させる者の氏名を記載してください。
「適/否」の確認結果が同一の者は一つの
様式３に氏名を纏めて記載するか、「別
添資料３（無人航空機を飛行させる者一
覧）」のとおりと記載しても構いません。
確認結果が異なる者については様式３を
飛行させる者毎に作成してください。

飛行させる者

様式３無人航空機を飛行させる者に関す
る飛行経歴・知識・能力確認書は、飛行
させる者全員分を作成してください。

POINT

飛行経歴、知識、能力への確認事項につ
いて確認結果を適/否で記載してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。
※「適」を選択した場合は代替的安全対
策の記載は不要です。

確認結果

遠隔操作の確認結果は、遠隔操作を行う
場合のみ記載して下さい。
自動操縦の確認結果は自動操縦を行う場
合のみ記載して下さい。

POINT

自動操縦を行わない場合の例です。

確認結果
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様式３ 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書 レベル３

基準に適合していない項目がある場合
（確認結果に「否」がある場合）のみ記
載してください。

代替的安全対策

10

代替的な安全対策については、下記内容
を確認の上、記載してください。
【飛行経歴が10時間に満たなくても認め
られた無人航空機の飛行の許可・承認の
例】001267273.pdf

POINT

https://www.mlit.go.jp/common/001267273.pdf


別添資料 飛行の経路 レベル３

追加の第三者の立入管理方法について
飛行経路において、道路や家屋等の上空
など、第三者が存在する可能性を排除で
きない場合は、補助者の配置や通行止め
などの追加の立入管理方法を講じる必要
があります。
（注意：機体のカメラによる「監視」は
「追加の立入管理方法」には該当しませ
ん。）
※詳細は、審査要領 5-4(3)c)カ) i)を参照

補助者を配置する場合
・補助者の位置を図示してください。
・補助者の役割や対応内容を飛行マニュ
アル又は飛行経路図に明記してください。
例：補助者は、地上における第三者の立
入管理のみを担う。
通行止めを実施する場合
・通行止めにする区間と時間を飛行マ
ニュアル又は飛行経路図に明記してくだ
さい。
例：〇〇道は、〇時～〇時（飛行時間）
の間、通行止めにする。

POINT

補助者なし目視外飛行（レベル３）の図
面作成にあたり、以下の項目を図示して
ください。
【図示する項目】
・飛行の経路
・離着陸地点
・立て看板の位置
・緊急着陸地点
・立入管理区画
・操縦者（補助者）
・その他飛行の運用条件

図示する項目

無人地帯（飛行の経路にあっては、第三
者が存在する可能性が低い場所）を選定
する必要があります。
※詳細は、審査要領5-4(3)c)ア)を参照

POINT

管理者が主体的または協力的である場合
（例：道路、鉄道等）は、飛行経路図、
飛行マニュアルにその旨を明記してくだ
さい。
例：国道○号の上空の飛行については、
〇〇道路会社からの依頼であり〇〇道路
会社と飛行に関しては調整済み。

POINT

飛行経路図は全体図と詳細図を作成して
ください。
詳細図は「すべての飛行経路」の詳細が
分かるように作成してください。

飛行経路図

スケールバーと飛行経路の離隔距離（立
入管理区画）の水平距離がわかるように
記載してください。

スケールバーの表示

立入管理区画について
・立入管理区画は、落下リスクを踏まえ
た設定が必要です。
・立入管理区画内には立看板の設置のほ
か、インターネットやポスター等により
問い合わせを明示した上での第三者への
周知が必要となります。
（立入区画内に第三者の立入を排除する
対策のため）

POINT
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【緊急着陸地点の選定】
飛行させようとする経路及びその周辺に
おいて、不測の事態が発生した場合に第
三者及び物件に危害を与えずに着陸がで
きる場所（緊急着陸地点）を予め選定す
る必要があります。

POINT



別添資料 飛行の経路 レベル３

150m以上、空港等周辺は、一時的以外
の飛行は認められていないことに注意し
てください。
※詳細は、審査要領5-4(3)c)イ)を参照

POINT
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別添資料 最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書 レベル３

25kg 以上の機体の適合性は、すべての要
件が「適」であることを確認の上、申請
してください。

確認結果

最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の
機能・性能に関する基準適合確認書は、
総重量が 25kg 以上の無人航空機が申請
に含まれる場合に作成してください。

POINT
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別添資料 無人航空機の追加基準への適合性 レベル３

目視外飛行（補助者なし）を行う場合に

ご記載ください。

目視外飛行

他の申請事項がある場合は、追加で適合
性基準を作成してしてください。

POINT

飛行させる機体の登録記号を記載してく
ださい。
飛行させる機体全機分を作成する必要が
ありますが、「適/否」の確認結果が同一
の場合は「別添資料○（無人航空機一
覧）のとおり」と記載しても構いません。

登録記号

基準への適合性の確認結果を適/否で記載
してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。

確認結果

「適」を選択した場合は代替的安全対策
の記載は不要です。

POINT
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無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

POINT



別添資料 無人航空機の追加基準への適合性 レベル３

他の申請事項がある場合は、追加で適合
性基準を作成してしてください。

POINT

基準への適合性の確認結果を適/否で記載
してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。

確認結果

「適」を選択した場合は代替的安全対策
の記載は不要です。

POINT

目視外飛行（補助者なし）を行う場合に

ご記載ください。

目視外飛行

15

無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

POINT



別添資料 無人航空機の追加基準への適合性 レベル３

他の申請事項がある場合は、追加で適合
性基準を作成してしてください。

POINT

基準への適合性の確認結果を適/否で記載
してください。
確認の結果、「否」を選択した場合は代
替的安全対策を記載してください。

確認結果

「適」を選択した場合は代替的安全対策
の記載は不要です。

POINT

目視外飛行（補助者なし）を行う場合に

ご記載ください。

目視外飛行

「今回の想定される運用条件」と同じ目
視外飛行の飛行実績を確認する必要があ
ります。

飛行実績に関する確認条件と結果

未実績（全て「×」）の場合、レベル３
飛行をすることはできません。

POINT
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無人航空機の追加基準への適合性は、申
請する項目のみ記載してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

POINT



別添資料 無人航空機を飛行させる者一覧 レベル３

飛行させる者全員の氏名・住所を省略せ
ず記載してください。

POINT

住所は省略せずにご記載ください。
住所が同一の場合は、2人目以降「同
上」としていただいても構いません。

操縦者住所
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別添資料 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性 レベル３

無人航空機を飛行させる者の追加基準へ
の適合性は、夜間飛行、目視外飛行、物
件投下の申請を行う場合は、審査要領に
定める基準に適合しているか確認の上、
確認結果を記載してください。
※許可や承認を求める事項に応じて、必
要な部分を抽出して（不要な部分は削除
して）資料を作成してください。

POINT

飛行させる者の氏名を記載して下さい。
飛行させる者全員分を作成する必要があ
りますが、「適/否」の確認結果が同一の
場合は「別添資料○（無人航空機を飛行
させる者一覧）のとおり」と記載しても
構いません。
確認結果が異なる者については飛行させ
る者ごとに作成してください。

飛行させる者

確認結果が「否」の場合は、代替的な安
全対策等及び安全が損なわれるおそれが
ないことを説明が必要です。
また、該当する項目にチェックを入れて
ください。

代替的安全対策

確認結果「適／否」いずれかをチェック
してください。
※申請事項に含まれない項目は削除して
ください。

確認結果
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別添資料 飛行マニュアル レベル３

【飛行マニュアルの記載について（補足）】

レベル3の申請においては、独自の飛行
マニュアルを使用していただく必要があ
ります。
なお、過去に申請した飛行マニュアルを
使用する場合は、申請書の提出前に最新
の航空局標準マニュアルに更新済みであ
ることを確認してください。

POINT

航空局標準マニュアル01及び審査要領4-
3-2、5-4、「飛行マニュアルの記載につ
いて（補足）」を参考に作成し、提出し
てください。

飛行マニュアル

飛行マニュアルの記載について（補
足）

POINT

・航空情報発行手続きについて
審査用要領５－４（１）ｄ）イ）に示す
方法により航空機の状況を常に確認でき
ない場合は、 航空情報の発行手続きが必
要です。必要に応じて審査要領５－４
（４）の内容を飛行マニュアルに追記し
てください。
※航空情報発行依頼方法の詳細は、下記
リンクを参照。

航空情報発行のための新しい飛行内容
通知方法について

POINT
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・航空機の確認を行う場合の周知
審査要領５－４（３）ｃ）キ）に基づき、
飛行前に有人機関連団体及び関係組織へ
の通知を行う必要があります。
※審査要領５－４（１）ｄ）イ）に示す
方法により航空機の状況を随時確認でき
る場合は、この限りではありません。

【飛行予定周知内容】
航空機の運航者に対する飛行予定周知

様式 記載例
航空機の運航者に対する飛行予定周知

様式

【周知先】
・関係組織（緊急的な運航が予想される
航空機の運航者）
警視庁
消防庁
厚生労働省

・有人機関連団体
申請手続き時に航空局から別途お知らせ

POINT

・緊急時の対応について
審査要領５－４（３）c）ウ）に基づき、
全ての飛行経路において、以下の内容を
定め、飛行マニュアル又は別添資料に明
記してください。

【緊急時の実施手順】
全ての飛行経路において想定する事案や
飛行中における不測の事態毎に明記して
ください。（フローチャートや図を用い
ることも可。）

（想定する事案や不測の事態例）
・機体の異常
・飛行経路周辺への第三者の立ち入り
・航空機の接近
・運用限界を超える気象 ．．．等

POINT

https://www.mlit.go.jp/common/001260188.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001260188.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001260188.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001888268.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001888268.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001616655.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001616655.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001616654.docx
https://www.mlit.go.jp/common/001616654.docx
https://www.npa.go.jp/keibi/keibi/yuujinnkiaddress.pdf
https://www.npa.go.jp/keibi/keibi/yuujinnkiaddress.pdf
https://www.npa.go.jp/keibi/keibi/yuujinnkiaddress.pdf
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